
国会請願署名 

【請 願 趣 旨】 
 東日本大震災は、地震・津波により未曽有の被害をもたらすとともに福島原発事故により

大きな影響を残しています。帰還困難区域がいまだに指定され、避難した人たちは住み慣れ

た地に戻る目途すら立っていません。真の復旧復興のためには一層の支援が必要です。 

 令和２年７月豪雨では全国各地で甚大な被害が発生しました。堤防決壊や越水による大規

模水害、道路崩壊・土砂災害など、広い範囲で多大な被害が長期間にわたり国民生活に大き

な影響を及ぼしました。 

災害への備えや行政などの公的機関の危機管理体制の脆弱さがあらためて明らかになる

とともに、防災・減災のための公共インフラ整備と既存施設の適切な維持管理が不可欠であ

ることが示されました。 

令和３年７月に、熱海市伊豆山地区で発生した土石流は、流出総量 5.5 万㎥と発表され、

その原因となった「盛り土」の総量とほぼ一致しており、人的災害として新たな問題となっ

ています。全国各地で建設発生土（残土）の不適正な処分が横行し、違法な盛り土工事がお

こなわれた結果、水害が起きるような規模の降雨時には地すべりや土砂災害を引き起こして

います。しかし、現状の建設発生土（残土）の適正処分に係る法制度は極めて不十分である

ことから、発生者責任を明確にする等の法制度の改正・整備を強く求めます。 

防災や施設の維持管理の最前線に立つ地域建設業を、その担い手にふさわしく再生しなけ

ればなりません。しかし、建設産業に働く労働者は低賃金や過酷な長時間労働などの労働条

件の劣悪さから、入職者は減少し、産業自体が消滅しかねない重大な危機に陥っています。

企業の存続や技術の継承、建設コンサルタントを含めた建設労働者の確保困難などに対応す

るため、いわゆる建設産業の「担い手３法」「職人基本法」が制定されるとともに、公共工事

の設計労務単価や設計業務委託等技術者単価が 9 年間連続で引き上げられましたが、最前

線で働く建設労働者や建設関連業で働く労働者の賃金改善は進んでいないのが現状です。 

私たちは、災害からの復興を最優先とし、国民の安全・安心の願いに応える公共事業を実

現するために、①公共事業を防災・生活関連・環境保全優先に転換すること。②公正な賃金・

労働条件と業者の適正な収入・仕事を確保すること。により、地域社会を支える建設業なら

びに建設関連業の再生を図ることを強く求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 取 り 扱 い 団 体 ］ 生 活 関 連 公 共 事 業 推 進 連 絡 会 議 （ 生 公 連 ）  

事 務 局   国 土 交 通 労 働 組 合  

〒 100-8918  東 京 都 千 代 田 区 霞 ヶ 関 2-1-3 電話 03-3580-4244 

豪雨と盛り土に起因する熱海土砂災害 （2021 年７月３日）【静岡県熱海市】 出典：国土交通省 



【請 願 項 目】 
 
１．災害からの復興最優先、公共事業を防災・生活関連・環境保全優先に転換すること 

（１）東日本大震災をはじめとする災害からの復旧・復興を最優先で行うこと。 

（２）公共事業を防災・生活関連・環境保全の事業優先に転換すること。 

（３）公共工事の監督・検査、公共施設の維持・管理は国と自治体が責任をもって行うこと。 

（４）地域建設業育成や建設労働者保護を実施し国民の安全・安心を守り、行政機関として

の責任を果たすため、公共事業発注官公庁及び独立行政法人等の体制を強化し、必要な

職員を確保すること。 

（５）国民の安全・安心を切り捨てる「地方分権」や「道州制」は行わないこと。 

（６）災害復興及び公共事業の計画策定にあたっては、過程の情報公開、住民参加システム

の確立、年次毎の再検討を原則とすること。 

（7）建設発生土（残土）の発生者責任を明確にする等の法制度の改正・整備の措置を国と

して講じること。 

 

２．公正な賃金・労働条件と中小業者の適正な収入・仕事を確保すること 

（１）公契約法（公共事業における賃金等確保法）を制定すること。 

（２）建設産業の元下関係における片務性を是正し、下請及び資材業者の適正な利益が確保 

される仕組みを作ること。 

（３）地域の安全・安心を支える中小建設業者の経営安定と建設労働者の雇用を確保できる 

持続的な施策を実行すること。 

（４）公共工事及び業務等を適正な価格で受注できる入札・契約方式の仕組みを作ること。 

（５）建設現場の労働災害、じん肺・アスベスト被害の発生を抑えるために予防・防止対策

を強化すること。また、不幸にして被災したすべての患者をすみやかに救済すること。 

（６）建設業及び建設関連業の各業種を労働者派遣法の適用対象としないこと。 

（７）中小建設・建設関連業が優先的に受注できる施策を実施し、発注機関に官公需法を徹 

底させること。 

                         ２０  年  月  日 

  衆議院議長 殿 

  参議院議長 殿 

※ 「〃」「同上」は記載しないでください。 

※ 署名は国会請願署名として提出する以外には使用しません。 
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